
「第３章 共生社会実現に向けた取組」の第２節 情報の取得、意思決定及び意思疎通（第１

７条－第２０条）について 

 

意見概要 

第3章第2節では障がいのある方に対する意思決定や意思疎通支援の考え方を

記載していますが、「意思決定の支援」の定義について確認させて頂きたいで

す。 

まず、言葉の定義ですが、意思決定と意思疎通は別の行為であると考えてお

りまして、意思決定とは人間が生きていく上で、自分の価値観等に基づいて選

択、決定する行為と考えており、意思疎通とは人間が情報をインプットアウト

プットする全てのインターフェースを指すと考えております。 

本条例は第17条で「～意思決定及び意思疎通をすることができるようにす

るため、必要な支援を行うものとする。」と記載しており、意思決定や意思疎

通の支援をしていきましょうと割と大きめの抽象的表現を使っています。 

そして18条から20条までは意思疎通の支援の条文を記載し具体的な手段を

記載していると読み取れます。 

では、三沢市の条例では「意思決定の支援」についてはどのような具体的な

考え・ルールになっているのでしょうか 

 

質問 

 【１点目】本条例の「意思決定の支援」の定義について 

・本条例で定義する意思決定の支援はあくまでも、意思疎通の支援する事が間接

的に意思決定を支援する事に繋がっているという意図であって、障がい者から

直接的な意思決定の支援自体をお願いされても断るべき？そうではなく、代わ

りに意思決定を行ってもいい？ 

※直接的な意思決定の支援とは障がい者が生活の上で意思決定する必要がある

事を、本人や家族の同意を得た上で、障がい者本人を介さずに協力者が代理意思

決定するという意味です。 

 

【２点目】、上記 1点目の意思決定支援の定義を本条文に記載すべきか否かにつ

いて 

第 17 条から第 20 条まで意思疎通に対しての条文は理解できますが、意思決

定に対しての考え方が定義されていないと感じます。 

全て 17 条等で読めるという条文解釈にしても良いと思いますが、抽象的な表

現をそのまま使うと市民の方が条文を拡大解釈して、本来意図する解釈になら

ない可能性がありますので注意が必要だと考えています。 

 

 



市の考え方 

 

第２条で合理的配慮について、障害者差別解消法第 7 条にならい「障がいの

ある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場

合において、・・・」と規定しております。しかしながら、この条文は意思表明

できることを前提に規定しておりますが、一方で適切に意思表明できない方も

いらっしゃると考え、また本条例前文で「障がいのある人が自ら意思決定し、伝

えられるよう、市、事業者及び市民が支援することによって、だれもが安心して

暮らし、幸福を追求することができる共生社会の実現を目指し、・・・」という

考えから、幸福を追求することができる共生社会の実現には「具体的な合理的配

慮の提供を受けるための障がいのある人自らの意思決定・意思表明に対する合

理的配慮」がされるべきであるという考え方から本条例に意思決定の支援を記

載しております。 

 

質問【１点目】本条例の「意思決定の支援」の定義について 

 

第１７条で規定している意思決定の支援は、前述のとおり「障がいのある人が

自ら意思決定し、伝えられる」ことで、障がいのある人の日常生活や社会生活を

円滑に営むことができるように市が行う施策における義務規定となっておりま

す。市の様々な施策、各種会議や窓口業務などにおいて障がいのある方から合理

的配慮の提供を求める意思表明があった場合に、例えば意思決定・表明に時間が

かかる方に対しては十分な時間をとったり、意思決定・表明をするまでに体力を

使ってしまう方には休息時間を確保したり「適切に」本人の意思が伝わるように

する「意思決定及び表明に対する合理的配慮の提供」と考えております。 

本市では契約行為やその取り消しなどの直接的な意思決定の支援として成年後

見制度の推進に取り組んでおりますが、今後も継続して強く推進していきたい

と考えております。 

 

質問【２点目】上記 1 点目の意思決定支援の定義を本条文に記載すべきか否か

について 

 

 第１８条から第２０条に規定する情報の提供や意思疎通について具体的な支

援手段例などは解説書に記載しているところです。しかしながら意思決定支援

については考え方が示されておりませんでしたので、意思疎通支援等と同様に

解説書に記載いたします。 

 



修正前 

 

（情報の取得、意思決定及び意思疎通における支援） 

第１７条 市は、障がいのある人が容易に情報の取得、意思決定及び意思疎通をすること

ができるようにするため、必要な支援を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

修正後 

 

（情報の取得、意思決定及び意思疎通における支援） 

第１７条 市は、障がいのある人が容易に情報の取得、意思決定及び意思疎通をすること

ができるようにするため、必要な支援を行うものとする。 

 

 

 

 

 

【趣旨・解説】 

 本条は、障がいのある人が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、市の

様々な施策において、情報の取得、意思決定及び意志疎通について必要かつ適切な支援

を行う義務を定めたものである。 

【趣旨・解説】 

 本条は、障がいのある人が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、市の

様々な施策において、情報の取得、意思決定及び意志疎通について必要かつ適切な支援

を行う義務を定めたものである。 

 意思決定については、市の様々な施策、各種会議や窓口業務などにおいて障がいのあ

る方から合理的配慮の提供を求める意思表明があった場合に、例えば意思決定・表明に

時間がかかる方に対しては十分な時間をとったり、意思決定・表明をするまでに体力を

使ってしまう方には休息時間を確保したり「適切に」本人の意思が伝わるようにする「意

思決定及び表明に対する合理的配慮の提供」を行うとともに、意思決定をすることが困

難な方への意思決定支援として成年後見制度の推進をするものである。 


